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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の皮膚を穿刺して得られた体液と反応して呈色する試薬層を含む試験部材と、
　前記試験部材に光を照射する照射手段と、
　前記照射手段により照射され前記試験部材により反射された反射光強度を検出する検出
手段と、
　所定数の連続するパルス信号からなるバーストを間歇的に出力して前記照射手段を駆動
する駆動手段と、
　前記パルス信号による駆動の開始時から所定時間の経過後、前記駆動手段による前記バ
ーストによる駆動に同期して前記検出手段により検出される反射光強度の内、各々の前記
バースト内の前記所定数の連続するパルス信号のうち、最終のパルス信号を含む連続する
前記所定数未満の複数のパルス信号に対応する反射光強度の平均値を算出する平均値算出
手段と、
　前記平均値算出手段により算出された平均値を基に前記被検者の体液の特性値を演算し
て求める演算手段と、
を有することを特徴とする体液測定装置。
【請求項２】
　前記複数のパルス信号に対応する反射光強度の各パルス信号毎の変化率が１％以内にな
ったときに、前記反射光強度の平均値を求めるための安定区間であると判定する判定部を
更に有することを特徴とする請求項１に記載の体液測定装置。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、体液、例えば血液などの測定装置に関し、特に被検者より採取した体液と試薬
とを反応させ、その試薬の呈色を反射光に基づいて検出することにより、その体液の特性
値を求める体液測定装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、糖尿病患者の増加に伴い、日常の血糖値の変動を患者自身がモニタする自己血糖値
測定が推奨されてきている。この自己血糖値測定では、血中のブドウ糖量に応じて呈色す
る試験紙を装置に装着し、その試験紙に血液を供給してその試験紙の呈色の度合いを光学
的に測定（測色）して血糖値を定量化する血糖測定装置が用いられている。
【０００３】
このような血糖測定装置では、測定に際して、例えばＬＥＤ等の発光素子を駆動して血液
と反応して呈色している試験紙を照射し、その試験紙からの反射光強度をフォトディテク
タ等の光検知器により検出して、その試験紙の反応色を求め、それに付着された血液の血
糖値を求めている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このような装置では、電力消費を抑えるために、通常は発光素子を消灯した状態にしてお
き、測定を開始する直前に発光素子を発光駆動し、その測定処理が終了すると、その発光
素子を消灯するようにしている。このような発光素子としては、小型であること、コスト
及び消費電力の点から、一般的にＬＥＤが使用されている。
【０００５】
このようなＬＥＤでは、通電開始直後と、通電開始後少し時間を経過してからとでは、そ
の発光による熱の影響などにより、その発光特性が変化することが知られている。従って
、同じ血糖値であっても、ＬＥＤのような発光素子の駆動開始直後の光により測定した結
果と、駆動開始から所定時間を経過した後の測定結果とでは、異なったものになることが
予測される。また、常に発光特性が完全に安定するまでの時間間隔を空けて測定を行うと
、測定に要する時間が長くなり、操作者にとって使いずらいものとなってしまう。
【０００６】
本発明は上記従来例に鑑みてなされたもので、測定時間の増大を抑えながら、発光特性が
安定した状態で測定するようにした体液測定装置を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために本発明の体液測定装置は以下のような構成を備える。即ち、
　被検者の皮膚を穿刺して得られた体液と反応して呈色する試薬層を含む試験部材と、
　前記試験部材に光を照射する照射手段と、
　前記照射手段により照射され前記試験部材により反射された反射光強度を検出する検出
手段と、
　所定数の連続するパルス信号からなるバーストを間歇的に出力して前記照射手段を駆動
する駆動手段と、
　前記パルス信号による駆動の開始時から所定時間の経過後、前記駆動手段による前記バ
ーストによる駆動に同期して前記検出手段により検出される反射光強度の内、各々の前記
バースト内の前記所定数の連続するパルス信号のうち、最終のパルス信号を含む連続する
前記所定数未満の複数のパルス信号に対応する反射光強度の平均値を算出する平均値算出
手段と、
　前記平均値算出手段により算出された平均値を基に前記被検者の体液の特性値を演算し
て求める演算手段と、を有することを特徴とする。
【０００８】
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【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照して本発明の好適な実施の形態を詳細に説明する。
【０００９】
図１は、本発明の実施の形態に係る体液測定装置１（ここでは血糖値測定装置）の外観図
である。
【００１０】
本実施の形態に係る体液測定装置１は、蓋部材２ｂの開口部に挿入された被検者の指を穿
刺して微量の体液（血液）を採取し体液の成分を測定するための体液測定装置である。こ
の体液測定装置１のケース２は、ケース本体２ａと、ケース本体２ａに一端部が回動可能
に取り付けられた蓋部材２ｂを有する。この蓋部材２ｂは、指先を挿入可能な開口部８（
図３参照）と、開口部８側面に装着される保護カバー４を備えている。なお、蓋部材２ｂ
はなくてもよく、更に、蓋部材２ｂとしては、指先を挿入可能な開口部などを備えず、後
述するチップ穿刺針組立体２２（図３）の装着部７（図３）を単に被包可能に、ケース本
体２ａに一端部が回動可能に取り付けられたものであってもよい。さらに、蓋部材２ｂと
しては、装着部に後述するチップ穿刺針組立体２２（図４）が装着された状態では、蓋部
材を完全に閉じることができないようになっていてもよい。
【００１１】
３は穿刺開始スイッチで、このスイッチ３を押下することにより、後述する穿刺針を備え
る穿刺部材が開口部８内に突出し、そこに挿入されている被検者の指を穿刺する。６はリ
リースレバーで、露出する突起６ａ（図３）を備えており、このリリースレバー６を図１
の上方向に移動させると突起６ａにより押されて、チップ穿刺針組立体２２（後述する）
を装着部より離脱することができる。５は表示器で、測定した結果である血糖値や、操作
者へのメッセージなどを表示する。
【００１２】
図２は、図１に示した体液測定装置１より保護カバー４を取り外した状態を示す側面図で
ある。
【００１３】
図２において、１７は未使用のチップ穿刺針組立体２２（図３）の残数確認用の小窓であ
る。
【００１４】
図３及び図４は、本実施の形態に係る体液測定装置１へのチップ穿刺組立体２２の装着過
程を説明する図である。
【００１５】
このチップ穿刺針組立体２２は、体液測定装置１の組立体装着部７に着脱可能に装着され
る。尚、このチップ穿刺針組立体２２は、検査毎に交換される。
【００１６】
図５は、開口部８に被検者の指２３が挿入されて、その被検者の体液（血液）を採取する
状態を説明する図である。
【００１７】
ここでは、チップ穿刺針組立体２２先端の吸引口２６を指２３の穿刺部位に押し当て穿刺
開始スイッチ３を押下することにより、穿刺針ホルダ２０（図６）が加速前進して指２３
の皮膚への穿刺が行われる。
【００１８】
図６は、本実施の形態に係る体液測定装置１にチップ穿刺針組立体２２を装着した状態を
示す断面図で、前述の図面と共通する部分は同じ番号で示し、その説明を省略する。
【００１９】
図において、１６は穿刺部材で、開口部８内に指先穿刺のために突出可能な穿刺針を備え
ている。２５は検出チップで、体液中の特定成分と反応する試薬を含んでいる。バネ１８
は穿刺部材１６を付勢して指先を穿刺させる。
【００２０】
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チップ穿刺針組立体２２は、穿刺部材（ランセット）１６と、この穿刺部材１６を移動可
能に収納する筒状部材と、筒状部材の先端部が固定された組立体本体部材を備える。この
組立体２２は、穿刺部材１６の穿刺針の刃先の上方に位置し、指先に密着可能な環状開口
部２６と検出チップ２５を備え、さらに、一端開口部が環状開口部２６内に突出し他端が
チップ２５付近まで延びる体液誘導路を備えている。このため、穿刺部材１６により穿刺
されることにより生じた出血による血液は、この誘導路を通って検出チップ２５に送られ
る。
【００２１】
この誘導路は、その断面形状および長さは、測定に必要とする体液量により異なるが、体
液の残存量を少なくなるように設計するのが望ましい。具体的には、断面形状としては管
状、Ｖ字溝、長方形溝でも構わないが、体液の残存量を少なくできるため薄型の長方形が
好ましい。また厚みは０．０５～０．５ｍｍ程度、幅は０．５～３ｍｍ程度が好ましい。
長さは、５ｍｍ～１５ｍｍ程度が適当である。
【００２２】
チップ穿刺針組立体２２の環状開口部（吸引口）２６は、例えば指先、上腕、腹部、大腿
部、耳たぶのような生体表面に接する部位である。この吸引口２６は性別、年齢等の個人
差や穿刺部位に拘わらず、良好に吸引採血が行えるように、その開口径（開口面積）が調
整されている。具体的には、吸引口２６の開口径は４～１０ｍｍが好ましく、特に、穿刺
部位が指や耳たぶの場合は４～６ｍｍがより好ましい。チップ穿刺針組立体２２の吸引口
２６部の外周縁は、生体表面（皮膚）に押し当てたときに穿刺部周辺を刺激し穿刺時の痛
みを和らげる効果を発揮するのに適した形状となっている。また、穿刺用具１１内が減圧
状態であるときに、チップ穿刺針組立体２２と生体表面との間から空気が穿刺器具１１へ
流入することを阻止するのに適した形状となっている。
【００２３】
穿刺用具１１の一時的な突出を行うための穿刺針駆動機構は、筒状ハウジング２７と、こ
のハウジング２７内部を摺動するプランジャ２８と、このプランジャ２８の後端に固定さ
れたシャフト２１と、このシャフト２１の後端側を被包するようにハウジング２７の後端
部に取り付けられた調整カバー３０と、バネ（弾性部材）１８と、ハウジング２７の側面
開口部２７ａを覆う開口部カバー９と、穿刺開始スイッチ部材３を備える。プランジャ２
８は、側面にハウジング２７の側面開口部２７ａ内に侵入する係止用爪部１９と、先端に
チップ穿刺針組立体２２の筒状部材内に侵入可能で、かつ先端に穿刺部材１６の穿刺針ハ
ブを保持可能な筒状の穿刺針ホルダ２０を備えている。バネ１８は、一端（先端）がプラ
ンジャ２８の後端（シャフト２１との接続部）に固定され、シャフト２１の先端部分を被
包し、後端はハウジング２７の中央部に形成された内側に突出する弾性部材固定部２９に
固定されている。このため、図６に示すような、プランジャ２８の係止用爪部１９がハウ
ジング２７の開口部と係合する状態では、バネ１８は、プランジャ２８の後端とハウジン
グ２７の弾性部材固定部２９間により圧縮された状態となっている。また、シャフト２１
には、後端部にリブ２１ａが、また調整カバー３０は、その中間部に上記リブ２１ａと当
接可能に設けられたリブ３０ａを備えている。この調整カバー３０の位置を調整すること
により穿刺針の突出量が調整される。１２ｂは、吸引ポンプ１２（図７）と穿刺針駆動機
構の筒状ハウジング２７とを接続するチューブである。１０４は発光素子で、採取された
血液と反応する試薬を含む検出チップ２５を照射している。１０５は受光素子で、検出チ
ップ２５から反射される反射光を受光して、その反射光強度（呈色の度合）を検出してい
る。
【００２４】
図７は、本実施の形態に係る体液測定装置１の構成を示すブロック図で、前述の図面と共
通する部分は同じ番号で示し、その説明を省略する。
【００２５】
図において、１００は制御部で、例えばマイクロコンピュータ等のＣＰＵ、ＣＰＵにより
実行される、装置全体の動作を制御する制御プログラムや各種データを記憶しているＲＯ
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Ｍ、ＣＰＵによる制御時にワークエリアとして使用され、測定データや各種データを一時
的に保存するＲＡＭ等を備えている。１０１は素子駆動部で、制御部１００よりの指示信
号を入力して発光素子１０４をパルス駆動している。
【００２６】
また発光素子１０４と受光素子１０５は、実際の体液検査のためだけでなく、体液接触前
後の検出チップ２５の状態を検出するための検出機構としても使用される。受光素子１０
５から出力される受光光量に応じたアナログ信号は、増幅部１０６により増幅された後、
ＡＤ変換器１０７にてデジタル信号に変換されて制御部１００に入力される。こうして制
御部１００は、デジタル信号として入力される受光素子１０５の出力変化により、検出チ
ップ２５に体液が吸引されたことを判断することができる。
【００２７】
また本実施の形態に係る体液測定装置１は、チップ穿刺針組立体の装着を監視するための
監視センサ１０３、蓋開閉センサ１１５を備え、体液測定装置１の休止状態から測定可能
な状態までを検知可能となっている。具体的には、蓋開閉センサ１１５により蓋部材２ｂ
の開放が検知され、かつ、チップ穿刺針組立体装着監視センサ１０３によりチップ穿刺針
組立体２２の装着が確認されることにより、測定可能な状態になったことを検知する。こ
の蓋開閉センサ１１５としては、機械式が好ましいが電気式、光式でもよい。また体液測
定装置１は、検出チップ２５での反応を光学的に測定する際、ケース２の蓋部材２ｂおよ
びこの蓋部材２ｂに設けられた保護カバー４により、検出チップ２５への外光の侵入を阻
止し、測定精度を向上させている。１１４は電源部で、例えば電池等を備えており、装置
全体への電力供給を行っている。
【００２８】
穿刺開始検出センサ１１０は、チップ穿刺針組立体２２による穿刺が開始したことを検出
するセンサであり、穿刺開始スイッチ３と連動するか、もしくは穿刺針駆動機構の穿刺駆
動する部位に設けられる。この穿刺開始検出センサ１１０は、磁気式センサ、機械式セン
サ、光式センサいずれでもよく、また圧力センサ１０８は、吸引ポンプ１２と穿刺針駆動
機構内部とを連通するチューブ内に設けられており、例えば、半導体型圧力センサが好適
に使用される。この圧力センサ１０８を設けることにより、吸引ポンプ１２の作動時の体
液吸引が正しく行われているか監視することができる。具体的には、指２３とチップ穿刺
針組立体２２の開口部との接触が正しく行われずにリークが起きていることが検知でき、
これを制御部１００が検知して表示器５による警告表示、もしくは音声出力部１１３によ
り音声等によるエラーメッセージを出力する。
【００２９】
表示器５は、制御部１００からの信号に基づいて体液検査結果、或いはオペレータへのメ
ッセージなどを表示するためのものであり、液晶ディスプレイが好適に使用される。また
音声出力部１１３は、制御部１００からの信号に基づいてブザー音、又は音声を出力する
ものである。外部出力部１１１は、メモリ（記憶部）１１２に記憶された体液測定結果（
例えば血糖値等のデータ）をパソコン（ＰＣ）のような外部装置へ出力するためのもので
ある。この場合、外部出力部１１１は、例えばＲＳ２３２Ｃのような通信回路を内蔵して
いる。また赤外線通信を行う場合には、外部出力部１１１は、赤外線発光素子、及びその
駆動回路を備えている。メモリ１１２は、体液検出結果（例えば血糖値等のデータ）を測
定時間とともに記憶するためのものである。
【００３０】
次に本実施の形態に係る体液測定装置１を用いた体液の採取、測定を行う際の各部の操作
について説明する。
【００３１】
体液測定装置１のケース２の蓋部材２ｂが開かれると、その蓋部材２ｂが開かれたことが
蓋開閉センサ１１５により検知され、その結果が制御部１００に伝えられる。これにより
制御部１００は、操作者（又は被検者）にチップ穿刺針組立体２２の取り付け指示を表示
器５に表示する。これにより操作者が、チップ穿刺針組立体２２をチップ穿刺針組立体装
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着部７にセットし、プランジャ２８の係止用爪部１９がハウジング２７の開口部と係合す
る状態まで押し込む。これにより図６に示す状態となり、バネ１８は圧縮状態で保持され
る。
【００３２】
この状態において、発光素子１０４、受光素子１０５は作動しており、この受光素子１０
５により検出された信号はＡ／Ｄ変換器１０７で変換されて制御部１００に入力される。
これにより制御部１００は、チップ穿刺針組立体２２の試薬反応部の白色を検知でき、こ
れによりチップ穿刺針組立体２２が取り付けられたことを判定できる。これと同時に、チ
ップ穿刺針組立体装着監視センサ１０３により、穿刺具が穿刺可能な位置まで押し込まれ
ているか検知し、その検知結果が制御部１００に入力される。こうしてチップ穿刺針組立
体２２が穿刺可能な位置まで押し込まれたことが確認されると、表示器５に穿刺開始可能
状態となった旨を表示する。
【００３３】
次に図５に示すように、チップ穿刺針組立体２２先端の吸引口２６を指等の穿刺部位に押
し当て穿刺開始スイッチ３を図６の矢印Ｆ方向に押すと、この開始スイッチ３の係合解除
用チップ部３ｂにより、ハウジング２７の係合用爪侵入用開口部部分（開口部に侵入した
爪部の先端部）を開口部カバー９を介して押圧し、プランジャ２８の係止用爪部１９のハ
ウジング２７の開口部との係合を解除する。これによりバネ１８が圧縮状態から解放され
ランセット１６と穿刺針ホルダ２０は加速前進し、ランセット１６の刃先による皮膚への
穿刺が行われる。この穿刺後、ランセット１６と穿刺針ホルダ２０は、バネ１８の減衰運
動によりケース２内に収納される。
【００３４】
また、穿刺開始検出センサ１１０により穿刺開始が検知されると、制御部１００は吸引ポ
ンプ１２を動作させ、穿刺針による指先の穿刺部位を含む周辺部位を吸引するために穿刺
針駆動機構内部を吸引する。なお、この穿刺開始検出センサ１１０を設けることなく、穿
刺開始スイッチ３により、直接吸引手段が作動するようにしてもよい。また、吸引ポンプ
１２の作動開始のタイミングは、穿刺が行われたのと同時でも、或いは若干遅れてもよい
。尚、この吸引ポンプ１２による圧力は陰圧で、２００ｍｍＨｇ～６００ｍｍＨｇが好ま
しく、特に４００ｍｍＨｇ以上が好ましい。これにより、短時間で必要量の血液を穿刺部
位より流出させることができる。こうして皮膚上に出血した体液は、チップ２５の内壁の
溝を伝って試験紙に染み込む。この状態で測定が開始し、その結果が表示器５に表示され
る。この測定終了後、チップ穿刺針組立体リリースレバー６によりチップ穿刺針組立体２
２を装着部７から外し、測定が終了する。
【００３５】
次に本発明の実施の形態に係る体液測定装置１の制御部１００による制御動作を説明する
。前述したように、本実施の形態に係る体液測定装置１は、例えば血糖測定装置であり、
被検者の指から採取した血液をチップ２５内の試薬層と反応させ、その反応に基づく試薬
層の呈色の度合を基に、その血液中に含まれる血糖濃度を測定するするものである。よっ
て、ここでは発光素子１０４からの光をチップ２５に照射し、その反射光強度を受光素子
１０５により検出することにより、その呈色の度合を検出している。
【００３６】
しかしながら、この発光素子として使用するＬＥＤは、その熱特性等により、図８（Ａ）
に示すように、点灯時からの経過時間に応じて、その発光する光量が減少することが知ら
れている。このような特性は図８（Ｂ）のように、パルス信号で駆動する場合にも、最初
のパルスと後続のパルスの場合とでは、そのれら駆動パルスに対応する発光特性が変動し
ていると考えられる。従って、本実施の形態では、パルス駆動の開始時から所定時間の経
過を待った後の複数のパルス信号を用い、それら複数のパルス信号による駆動による発光
の下で検出される反射光強度に基づいて血糖値を測定することを特徴としている。
【００３７】
図９は、このようなＬＥＤを用いて計測した際のデータサンプリングを説明する図である
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。ここではＬＥＤをパルス信号により駆動する際、そのパルス信号の周期を１２ｍ秒（６
ｍ秒オン、６ｍ秒オフ）、毎秒当り点灯２０回（１バースト：２４０ｍｓで、残りの７６
０ｍｓはオフのまま）とした。これによる２０（回／秒）の応答出力の内、１点から２０
点までの毎秒当りの平均値を求めるために用いるデータ点数を変化させた際の、２０（２
０秒間）の演算結果のバラツキ（C.V.値）を示している。図中、９００は、各１バースト
における２０パルスの応答の内、平均値を求めるのに用いるデータ点数を前からｎ点（ｎ
＝１６）とした場合の例を示している。また９０１は、各１バーストにおける２０パルス
の応答の内、平均値を求めるのに用いるデータ点数を後からｎ点（ｎ＝１６）とした場合
の例を示している。尚、このＬＥＤは中心波長が６００ｎｍで、点灯電流１５ｍＡのもの
を使用し、その発光量を受光素子（フォントセンサ）により測定した。
【００３８】
この図９からも明らかなように、各バーストで印加されるパルス（２０パルス）の全てに
対応した出力に基づいて各バーストで検出した発光量の平均値を求めた場合に比べて、毎
秒当りのバースト（２０パルス）のパルス応答のうちで、後の１６のデータだけを用いて
毎秒当りの平均値を求めた場合の方が、１秒当りの計算値の繰り返し再現が良くなること
が分かる。
【００３９】
従って、本実施の形態に係る体液測定装置では、この図９の９０１で示す特性を利用して
、駆動開始後、例えば５秒間は反射光強度を検出せず、この５秒経過後、１秒間に印加す
るパルス信号（例えば２０パルス）の内、最後のパルス信号を含む連続するパルス信号（
例えば１６パルス）による駆動時の反射光強度を求め、これら反射光強度の平均値を基に
、その体液の特性値、例えば血液の血糖値を検出するようにしている。
【００４０】
図１０は、本実施の形態に係る体液測定装置における測定処理を示すフローチャートで、
この処理は制御部１００のＣＰＵにより実行される。
【００４１】
この処理は、例えば測定開始スイッチ（不図示）が押下されるか、或いはチップ穿刺針組
立体２２が装置に装着され、穿刺開始スイッチ３により被検者の指が穿刺されて体液（血
液）が採取されて試験層の呈色が開始されること等により測定開始になると開始され、ま
ずステップＳ１で、発光素子１０４を、例えば１秒間に２０回の割り合いでパルス駆動し
、ステップＳ２で、これらパルス信号の印加の開始後、所定時間（例えば５秒）が経過し
たかをみる。５秒が経過するまではステップＳ１，Ｓ２の処理を実行し、所定時間が経過
するとステップＳ３に進み、発光素子１０４を、例えば１秒間に２０回の割り合いでパル
ス駆動しながら、各パルス駆動のタイミングに同期して受光素子１０５により検出される
反射光強度を入力し、それらをメモリ１１２に記憶する。
【００４２】
次にステップＳ４に進み、そのメモリ１１２に記憶した毎秒２０個の反射光強度データの
内、最後から１６個のデータを読み出し、それらの平均値を求める。そしてステップＳ５
に進み、その求めた反射光強度の平均値を用いて、演算式により血糖値を求める。こうし
て求めた血糖値をメモリ１１２に、その測定日時とともに記憶する。また、その測定結果
を表示器５に表示する。
【００４３】
尚、上述した１秒間の測定結果の内、どの測定結果を平均値の算出に用いるかについては
、上述した方法以外に、例えば以下のような方法が考えられる。
・熱影響によるＬＥＤの光量減少を、各パルス駆動信号に対応する発光量をモニタして記
憶しておき、その変化率が、例えば０．５～５％程度になる区間を、安定区間として判定
する。
【００４４】
この平均値を求める安定区間の判定に際しては、最初のパルスを基準にして光量の変化率
をみるか、最後尾のパルス信号を基準に、前のパルス信号に対応する光量との変化率をみ
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くは０．５％以内とすれば、血糖換算値への影響を少なくして安定区間かどうかの判定を
行うことができる。
【００４５】
尚、上記の１秒毎のパルス駆動回数や、平均値を求めるのに採用した測定回数、区間を判
定するための変化率等は、あくまでも一例であり、本発明はこれら数値に限定されるもの
でないことはもちろんである。
【００４６】
以上説明したように本実施の形態によれば、測定時間の延長をできるだけ少なくしながら
、発光素子の発光光量の変動に伴う影響を少なくして、被検者の体液（血液）の特性を測
定することができる。
【００４７】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、測定時間の増大を抑えながら、発光特性が安定した
状態で測定できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る体液測定装置の上面図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る体液測定装置より保護カバーを取り外した状態を示す
側面図である。
【図３】本実施の形態に係る体液測定装置へのチップ穿刺組立体の装着過程を説明する図
である。
【図４】本実施の形態に係る体液測定装置へのチップ穿刺組立体の装着過程を説明する図
である。
【図５】本実施の形態に係る体液測定装置の開口部に被検者の指が挿入されて、その被検
者の体液（血液）を採取する状態を説明する図である。
【図６】本実施の形態に係る体液測定装置にチップ穿刺針組立体を装着した状態を示す断
面図である。
【図７】本実施の形態に係る体液測定装置の構成を示すブロック図である。
【図８】発光素子の光量変化例を説明する図である。
【図９】発光素子を駆動する際、サンプリングの仕方に応じたデータの平均点数と発光光
量との実験例を説明するグラフ図である。
【図１０】本発明の実施の形態に係る体液測定装置における測定処理を示すフローチャー
トである。
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